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ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ
〜
就

労
を
支
援
し
ま
す

　

市
は
、
ひ
と
り

親
家
庭
を
支
援
す

る
た
め
、
就
労
に

関
す
る
給
付
金
の

制
度
や
相
談
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

受
給
に
は
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

●
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金　

看

護
師
・
介
護
福
祉
士
等
の
資
格
取
得

の
た
め
に
修
業
す
る
場
合
に
給
付
さ

れ
ま
す
▼
対
象
＝
20
歳
未
満
の
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の

母
ま
た
は
父
で
、
次
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
方
▽
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
を
受
け
て
い
る
、
ま
た
は
同
等
の

所
得
水
準
で
あ
る
▽
修
業
年
限
が
1

年
以
上
の
養
成
機
関
に
お
い
て
、
対

象
資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
▽
就

業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
▽
過
去
に

こ
の
給
付
金
を
受
給
し
て
い
な
い
▼

対
象
資
格
＝
看
護
師
、
准
看
護
師
、

介
護
福
祉
士
、社
会
福
祉
士
、保
育
士
、

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
保
健

師
、
助
産
師
、
理
容
師
、
美
容
師
、

歯
科
衛
生
士
、
製
菓
衛
生
師
、
調
理

師
等
。
ま
た
、
令
和
4
年
度
に
限
り
、

修
業
期
間
が
6
か
月
以
上
の
資
格

（
シ
ス
コ
シ
ス
テ
ム
ズ
認
定
資
格
等
）

も
一
部
対
象
と
な
り
ま
す
▼
対
象
期

間
＝
修
業
期
間
中
の
全
期
間（
上
限

4
年
）▼
支
給
額
＝
月
額
10
万
円（
課

税
世
帯
は
月
額
７
万
5
0
0
円
）

●
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金　

就

業
を
目
的
と
し
た
教
育
訓
練
に
関
す

る
講
座
を
受
講
し
、
修
了
し
た
場
合

に
給
付
さ
れ
ま
す
▼
対
象
＝
20
歳
未

満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り

親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
で
、
次
の
す

べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方
▽
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
、
ま

た
は
同
等
の
所
得
水
準
で
あ
る
▽
当

講
座
の
受
講
が
適
職
に
就
く
た
め
に

必
要
で
あ
る
▽
過
去
に
こ
の
給
付
金

を
受
給
し
て
い
な
い
▼
対
象
講
座
＝

雇
用
保
険
制
度
に
お
け
る
教
育
訓
練

給
付
の
指
定
教
育
訓
練
講
座
等
▼
支

給
額
＝
修
了
し
た
対
象
講
座
受
講

料
の
60
％（
上
限
20
万
円
、
た
だ
し

１
万
2
0
0
0
円
以
下
は
対
象
外
）

問
子
育
て
推
進
課
手
当
・
医
療
費
給

付
係
・
内
線
1
3
4
5

新
小
学
１
年
生
に
子
医
療
証

を
送
付
し
ま
す

4
月
に
小
学

1
年
生
に
な
る

お
子
さ
ん
が
い

る
家
庭
に
、
子

医
療
証〔
4
月

1
日（
金
）か
ら

有
効
〕を
3
月
14
日（
月
）に
発
送
し

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
乳
医
療
証
は
、

4
月
1
日
か
ら
使
用
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
な
お
、
所
得
制
限
を
超
え
て

い
る
場
合
や
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

証
が
す
で
に
発
行
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
発
送
し
ま
せ
ん
。

　

有
効
期
限
が
過
ぎ
た
医
療
証
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
返
却
不
要
で
す
。

ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
推
進
課
手
当
・
医
療
費
給

付
係
・
内
線
1
3
4
6

手
話
通
訳
者
養
成
講
座

　

市
の
手
話
通
訳

者
登
録
試
験
を
考

え
て
い
る
方
の
た

め
の
養
成
講
座
で

す
。
ク
ラ
ス
は
①

初
級
②
上
級
③
表
現
④
専
門
の
4
つ

で
、
い
ず
れ
も
オ
ン
ラ
イ
ン
と
対
面

で
の
指
導
で
、
30
回
程
度
で
す
。
オ

ン
ラ
イ
ン
指
導
は
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

ツ
ー
ル
「
Z
o
o
m
」
を
使
用
し
ま

す
。
受
講
す
る
に
は
選
考
会
で
合
格

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す（
①
は
面
接
、

②
〜
④
は
手
話
表
現
、
面
接
で
採

点
）。

●
対
象　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
方
▼
市
内
在
住
・
在
勤
▼
18
歳
〜

60
歳
の
聴
者（
耳
が
聞
こ
え
る
方
）▼

①
手
話
学
習
未
経
験
②
〜
④
手
話
学

習
歴
2
年
以
上

●
日
時

▼
選
考
会
＝
4
月
16
日

（
土
）。
時
間
・
場
所
は
申
込
者
へ
お

知
ら
せ
し
ま
す
▼
講
座
＝
6
月
7
日

か
ら
毎
週
火
曜
日
①
④
午
前
10
時
〜

正
午
②
③
午
後
1
時
〜
3
時

●
場
所　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
定
員　

い
ず
れ
も
若
干
名（
選
考
）

●
申
込
方
法

4
月
8
日（
金
）〔
必

着
〕ま
で
に
、
往
復
は
が
き
に
ク
ラ

ス
の
番
号
①
〜
④
、
住
所（
在
勤
の

方
は
勤
務
先
名
と
所
在
地
も
）、
氏

名（
ふ
り
が
な
）、
生
年
月
日
、
年
齢
、

電
話
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
応

募
動
機
、
返
信
用
宛
先
を
書
い
て
、

障
害
福
祉
課
障
害
福
祉
第
一
係
・
内

線
1
5
2
1
へ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申

請
し
た
方
へ
〜
臨
時
交
付
窓

口
を
開
設

　

個
人
番
号
カ
ー
ド（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
）の
臨
時
交
付
窓
口
を
開

設
し
て
い
ま
す（
事
前
申
込
制
）。
電

子
証
明
書
の
更
新
手
続
き
も
行
え
ま

す
。
申
込
方
法
等
く
わ
し
く
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

申
請
し
、
交
付
通
知
書
を
お
持
ち
の

方
▼
日
時
＝
3
月
19
日（
土
）・
27
日

（
日
）、
4
月
3
日（
日
）・
16
日（
土
）・

24
日（
日
）、
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

〔
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
〕▼
場
所

＝
市
民
課（
市
役
所
1
階
14
番
窓
口
）

〔
市
役
所
西
側
か
ら
お
入
り
く
だ
さ

い
〕

問
市
民
課
窓
口
係
・
内
線
1
3
7
5

防
衛
省
の
交
付
金
を
ま
ち
づ
く

り
に
有
効
活
用
し
て
い
ま
す

　

市
は
、
防
衛
省
の
交
付
金
を
活
用

し
、
公
共
施
設
の
整
備
や
市
民
の
生

活
の
利
便
性
向
上
に
役
立
て
て
い
ま

す
。
令
和
３
年
度
に
実
施
し
た
事
業

は
次
の
と
お
り
で
す
。
く
わ
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交

付
金
事
業

▼
小
学
校
体
育
館
照
明

設
備
改
修
工
事
▼
第
九
中
学
校
校
庭

整
備
工
事
▼
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
購

入
事
業
▼
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
事
業
基
金
▼
子
ど
も
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
助
成
事
業
基

金
▼
自
動
体
外
式
除
細
動
器（
Ａ
Ｅ

Ｄ
）整
備
事
業
基
金

問
企
画
政
策
課
・
内
線
2
6
9
1

「
市
民
マ
ッ
プ
」を
配
布

　

市
は
、
市

内
の
地
図
業

者
と
協
力
し
、

公
共
施
設
や

避
難
所
、
観
光
情
報
を
掲
載
し
た

「
市
民
マ
ッ
プ
」（
縮
尺
1
万
分
の

1
、
A
1
判
）を
作
成
し
ま
し
た
。

次
の
施
設
で
3
月
22
日（
火
）か
ら
無

料
で
配
布
し
ま
す
。

▼
市
役
所（
1
階
総
合
案
内
）、
窓
口

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
健
康
会
館
、

各
連
絡
所
・
地
域
学
習
館
・
図
書
館
・

市
民
体
育
館
・
福
祉
会
館

問
広
報
課
・
内
線
2
7
4
5

　すでに実施している子育て世帯への

臨時特別給付（先行給付金・追加給付

金）の基準日より後に、離婚等で新た

に対象児童の養育者となった方で、給付金を受け取

っていない方を対象に支援給付金を支給します。

●対象児童
　令和４年３月分の児童手当の支給対象児童、また

は令和４年２月28日時点において支給対象者に養

育される高校生等

●支給額
　対象児童１人につき10万円

　ただし、元養育者からすでに給付金10万円の一

部を受け取っている、児童のために使われているな

どの場合は、その額を差し引いた額を支給します。

●支給対象者
　現在対象児童を養育しているが、子育て世帯への

臨時特別給付を受け取っていない方で、右表①～④
のいずれかに該当する方（所得が児童手当の所得制

限限度額以上の方を除く）。

　なお、右表①～④に該当しない方でも、支給の対

象となる場合があります。個別の相談も受け付けて

いますので、お問い合わせください。

●申請方法
　受給の可能性があると考えられる方には、２月

22日に申請書を郵送しました。必要事項を記入し

て、４月30日㈯〔消印有効〕までに郵送で子育て推

進課手当・医療費給付係へ。申請書が届かない方は

お問い合わせください。

①

令和３年９月分の児童手当の受給
者ではなかったが、離婚等により元
養育者と別居し、令和４年３月分の
児童手当の受給者になった方

②

令和３年９月30日時点では子育て世
帯への臨時特別給付の支給対象者
ではなかったが、令和４年２月28日
時点では離婚等により元養育者と別
居し、高校生等を養育している方

③

令和３年９月30日時点では海外在
住だったが、帰国して令和４年２月
28日時点では対象児童を養育してい
る方

④
DV特例・施設特例の手続きを行っ
ておらず給付金を受け取ってない方
等

離婚家庭等の方に子育て世帯への臨時特別給付（支援給付金）を支給
問市子育て推進課手当・医療費給付係・内線1351


